
議案第２７号資料  財務部市民税課・資産税課・収税課  

 

１ 事 業 名 

所沢市税条例の一部改正 

 

２ 事業の概要 

地方税法の一部改正に伴い、所要の改正を行うものである。 

【改正概要】 

公示送達は、次の措置をとることによって行うものとする。 

・公示事項をインターネットを利用する方法により不特定多数の者が閲

覧することができる状態に置くこと。 

・公示事項が記載された書面を市の掲示場に掲示すること又は公示事項

を市の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧を

することができる状態に置くこと。 

 

３ 他自治体の類似する政策等 

法令の改正に伴うものであり、他の自治体においても同様の条例改正を

行っている。 

 

４ 市民参加の実施の有無とその内容 

なし 

 

５ 関係法令、基本計画との整合性 

地方税法、地方税法施行規則 

 

６ 事業費及びその財源等 

なし 
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７ その他 

添付資料 

 ・新旧対照表 
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新 旧 
 

議案第２７号 所沢市税条例の一部を改正する条例 

 

 （公示送達）  （公示送達） 

第１１条 法第２０条の２の規定による公示送達は、公示事項（同条第

２項に規定する公示事項をいう。以下この条において同じ。）を地方

税法施行規則（昭和２９年総理府令第２３号。以下「施行規則」とい

う。）第１条の８第１項に規定する方法により不特定多数の者が閲覧

することができる状態に置く措置をとるとともに、公示事項が記載さ

れた書面を所沢市公告式条例（昭和２５年８月２１日議決）第２条第

２項に規定する掲示場に掲示し、又は公示事項を市の事務所に設置し

た電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態

に置く措置をとることによつてするものとする。 

第１１条 法第２０条の２の規定による公示送達は、所沢市公告式条例

（昭和２５年８月２１日議決）第２条第２項に規定する掲示場に掲示

して行うものとする。 

 （納税証明事項）  （納税証明事項） 

第１１条の３ 施行規則第１条の９第２号に規定する事項は、道路運送

車両法（昭和２６年法律第１８５号）第５９条第１項に規定する検査

対象軽自動車又は二輪の小型自動車について天災その他やむを得ない

事由により軽自動車税の種別割を滞納している場合においてその旨と

する。 

第１１条の３ 地方税法施行規則（昭和２９年総理府令第２３号。以下

「施行規則」という。）第１条の９第２号に規定する事項は、道路運

送車両法（昭和２６年法律第１８５号）第５９条第１項に規定する検

査対象軽自動車又は二輪の小型自動車について天災その他やむを得な

い事由により軽自動車税の種別割を滞納している場合においてその旨

とする。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

-
 
4
5
 
-


